
　　　　　　　　　　　　　　　　関東運輸局自動車運送事業安全監理室

行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

本社営業所 千葉県野田市木野崎１７
８７－５８

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第３条第４
項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、平成３
１年１月１７日及び同年１月２３日、監査を実施。５件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（３）運行指示書の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の3）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）、（５）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

47

茨城支店 茨城県鹿嶋市大字長栖１
８７９－３９５

7

船橋営業所 千葉県船橋市高瀬町１１
－７

10

栃木支店 栃木県矢板市こぶし台６
－２

6

埼玉支店 埼玉県本庄市いまい台２
－９８－２

7

神奈川営業所 神奈川県綾瀬市小園字
北原１１４２－２

6

川口営業所 埼玉県川口市差間１－２
２－１

0

新潟支店 新潟県三条市猪子場新
田６６０－１

貨物自動車運送事業者の許可の取消処分

許可の取消し 8320190408 関東西部運輸株式会社（法
人番号7040001071154）代
表者田口哲士

千葉県野田市木野崎１
７８７－５８

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。


